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木津川市水道料金及び公共下水道 

使用料審議会会長 新川 達郎 

 

水道料金及び公共下水道使用料について（答申） 

 

 平成２７年８月７日付け７木水業第９７号、７木下第１５８号で諮問のあっ

たことについては、慎重に審議した結果、下記のとおり意見が集約されました

ので答申いたします。 

 

記 

 

 水道及び公共下水道は、市民生活を支える重要な社会基盤であり、将来にわ

たって安定的に運営される必要がある。木津川市の水道では平成２６年度に城

山台地区の配水管布設事業が、平成２８年度に簡易水道基幹改良事業が、公共

下水道では平成３２年度に汚水管布設事業が、それぞれ完了又は完了予定であ

り、これまでに整備してきた資産を有効活用しながら、経営面では効率性を発

揮していく時期が到来している。 

 

１ 水道料金のあり方について 

（１）全国的に節水機器の普及や節水意識の高まりにより給水人口１人当たり

の有収水量は減少傾向にあるが、木津川市においては学研地区における給

水人口の伸びや企業立地の進捗により、給水収益の増加が見込めるため、

現行の水道料金体系を維持しつつ、検針月の隔月化や窓口業務の民間委託、

開閉栓手数料の徴収などの経営改善策を迅速に実施し、平成３２年度に収

益的収支を黒字化できるよう努力されたい。 

（２）水道の加入金は、近隣の市町と比較して安価な水準にあり、将来にわた

る水道施設の維持や更新のため、開発分担金の廃止を含めた中で、適切な

負担水準となるよう改定されたい。（ただし、宅地需要や開発計画を慎重に

見極めること。） 

（３）簡易水道の給水人口は、史跡恭仁宮公有化事業や少子高齢化などにより、

今後も減少していくと予想される。簡易水道を水道へ統合した後も財源補
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てんについては、繰出基準の画一的な運用にとどまることなく、一般会計

の適切な費用負担のあり方を模索されたい。 

（４）水道事業は、取水から浄水、送配水、給水など多岐にわたる企業活動の

総体であり、収益的収支に貢献できるような投資のあり方を念頭に置き、

施設更新においては配水区域の見直しや施設の統廃合を十分に検討する必

要がある。また、職員に関しては、人件費を抑制しながら、若手職員を適

所に配置し、人材育成及び技術継承に努力されたい。 

（５）水道に関する広報については、水道水の安全性、防災情報、また、財政

状況、経営改善計画及び財政収支計画の進捗状況などを積極的に実施し、

市民に対する説明責任を果たせるよう努められたい。 

（６）平成３２年度に予定されている京都府営水道の料金改定に向け、受水費

の引き下げが実現されるよう京都府に要望し、広域化に向けた検討に積極

的に参画されたい。 

（７）石綿セメント管の更新等により有収率を９２％以上に向上させ、効率的

な水運用のあり方などを総合的に検討し、経費削減と災害対策を両立され

たい。 

 

２ 下水道使用料のあり方について 

（１）下水道は、生活環境の改善、公共水質の保全といった市民生活に密接に

関わる社会基盤施設であり、早期の整備が望まれている。 

    木津川市における、平成２７年度末の普及率は９１．１％であるが、未

整備地区も多くあり、京都府水洗化総合計画で示す平成３２年度に汚水処

理事業が概成するよう普及促進を図られたい。また、今後の整備において

は、人口密度の低い地域での整備が中心となっていく中で、費用対効果な

どを検証しコスト縮減に努め効率の良い整備を図ること。 

（２）下水道事業は、事業活動のため必要となる経費を利用者からの使用料に

よって賄い、自立性をもって事業を継続していく地方財政法上の公営企業

と位置付けられているが、近年では、節水機器の普及や節水意識の向上な

ど、生活スタイルの変化により、全国的に有収水量の伸び悩みによる下水

道使用料が減収傾向にある。 

    木津川市における有収水量は、新市街地の接続により増加傾向にあるが、

既存市街地は減少傾向にある。水洗化率も９４．１％と満足の得る状況で

は無いため、下水道事業の現状や課題についての理解を得るため積極的に

広報活動を行うこと。 

（３）木津川市公共下水道の経営状況は、経費回収率が５４．６％と極めて低



い状況であり、一般会計の繰出金に依存する厳しい経営状況で、今後、持

続的に安定して下水道事業を経営していくには、経営戦略を策定し、経営

改善策を明らかにし、下水道使用料の適正化も含め検討することが必要で

ある。そのためには、今現在取り組んでいる地方公営企業会計への移行に

より、建設に係る経費と管理運営に係る経費の分離、発生主義の経理によ

る期間損益計算の導入や複式簿記の採用によって、事業の経営状況や財政

状態をより明確にするとともに、下水道資産を維持するため、ストックマ

ネジメント計画を策定し、中長期的な維持管理・更新等に係る経費等の把

握に努めることとし、これらの経営改善策などが示されるまでは、現状の

下水道使用料については維持すること。 

 

３ その他 

上下水道事業の経営状況を確認し、水道料金及び公共下水道使用料のあり

方を検証するため、今後も５年ごとを目途に審議会を開催されたい。 

 

 


